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(57)【要約】
【課題】車両サイズに比して相対的に幅員が狭い道路へ
分岐する場合に、車両の内輪差により車体が道路端へ接
触しないように案内する。
【解決手段】目的地や車両サイズを入力する入力手段（
１）と、車両の現在位置を検出する現在位置検出手段（
２）と、道路データを含む経路案内に必要なデータを記
憶した情報記憶手段（３）と、道路データを読み出し、
現在位置から目的地までの経路を探索する経路探索手段
（４ａ）と、車線内走行位置を検出する走行位置検出手
段（７）と、入力された車両サイズに対して経路中の案
内分岐点における分岐先道路が狭いか否か判断する判断
手段（４ｂ）と、案内分岐点において案内画面の交差点
拡大図上に矢印表示により分岐を案内する制御手段（４
ｃ）とを備え、車両サイズに対して分岐先道路が狭いと
判断され、車線内走行位置が車線中央から分岐側寄りで
あることが検出されたとき、交差点拡大図上の矢印表示
を分岐側と反対側へ膨らみを持たせて表示する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
目的地までの経路を探索し、案内画面の地図上に車両の現在位置を表示して案内するナビ
ゲーション装置において、
目的地や車両サイズを入力する入力手段と、
車両の現在位置を検出する現在位置検出手段と、
道路データを含む経路案内に必要なデータを記憶した情報記憶手段と、
前記情報記憶手段の道路データを読み出し、現在位置から入力された目的地までの経路を
探索する経路探索手段と、
車線内走行位置を検出する走行位置検出手段と、
入力された車両サイズに対して経路中の案内分岐点における分岐先道路が狭いか否か判断
する判断手段と、
案内分岐点において案内画面の交差点拡大図上に矢印表示により分岐を案内する制御手段
とを備え、
前記制御手段は、前記判断手段により車両サイズに対して分岐先道路が狭いと判断され、
前記走行位置検出手段により車線内走行位置が車線中央から分岐側寄りであることが検出
されたとき、交差点拡大図上の矢印表示を分岐側と反対側へ膨らみを持たせて表示するこ
とを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
前記制御手段は、内輪差に注意して案内分岐点を走行するように音声案内することを特徴
とする請求項１記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
目的地までの経路を探索し、案内画面の地図上に車両の現在位置を表示して案内するナビ
ゲーション装置を制御するプログラムにおいて、
車両の現在位置を検出するステップ、
情報記憶手段の道路データを読み出し、現在位置から入力された目的地までの経路を探索
するステップ、
車線内走行位置を検出するステップ、
入力された車両サイズに対して経路中の案内分岐点における分岐先道路が狭いか否か判断
するステップ、
車両サイズに対して分岐先道路が狭いと判断し、車線内走行位置が車線中央から分岐側寄
りであることを検出したとき、交差点拡大図上の矢印表示を分岐側と反対側へ膨らみを持
たせて表示するステップ、
をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は狭い道路へ分岐する場合に車両の内輪差により車体が道路端に接触しないよう
に案内するナビゲーション装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、通行可能性に影響を与える車幅や車長、道路の幅員や交差点の進入路と退出路の
なす角度等を考慮して右左折が不可能な交差点を検索し、このような交差点の探索コスト
を高くして経路探索し、右左折が不可能な交差点を避けて通行可能な交差点を含む経路を
案内するようにしたナビゲーションシステムが提案されている（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００６－１７７９０５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１のシステムによれば、通行可能な交差点のみを含む経路が案内されることに
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なる。しかし、通行可能な交差点といっても、例えば、自車が大型車であって、分岐先の
道路が狭い場合には、内輪差により車体や後内輪を道路端に接触させてしまうことが起こ
り得る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は上記課題を解決しようとするもので、車両サイズに比して相対的に幅員が狭い
道路へ分岐する場合に、車両の内輪差により車体が道路端へ接触しないように案内するこ
とを目的とする。
本発明は、目的地までの経路を探索し、案内画面の地図上に車両の現在位置を表示して案
内するナビゲーション装置において、目的地や車両サイズを入力する入力手段と、車両の
現在位置を検出する現在位置検出手段と、道路データを含む経路案内に必要なデータを記
憶した情報記憶手段と、前記情報記憶手段の道路データを読み出し、現在位置から入力さ
れた目的地までの経路を探索する経路探索手段と、車線内走行位置を検出する走行位置検
出手段と、入力された車両サイズに対して経路中の案内分岐点における分岐先道路が狭い
か否か判断する判断手段と、案内分岐点において案内画面の交差点拡大図上に矢印表示に
より分岐を案内する制御手段とを備え、前記制御手段は、前記判断手段により車両サイズ
に対して分岐先道路が狭いと判断され、前記走行位置検出手段により車線内走行位置が車
線中央から分岐側寄りであることが検出されたとき、交差点拡大図上の矢印表示を分岐側
と反対側へ膨らみを持たせて表示することを特徴とする。
また、本発明は、目的地までの経路を探索し、案内画面の地図上に車両の現在位置を表示
して案内するナビゲーション装置を制御するプログラムにおいて、車両の現在位置を検出
するステップ、情報記憶手段の道路データを読み出し、現在位置から入力された目的地ま
での経路を探索するステップ、車線内走行位置を検出するステップ、入力された車両サイ
ズに対して経路中の案内分岐点における分岐先道路が狭いか否か判断するステップ、車両
サイズに対して分岐先道路が狭いと判断し、車線内走行位置が車線中央から分岐側寄りで
あることを検出したとき、交差点拡大図上の矢印表示を分岐側と反対側へ膨らみを持たせ
て表示するステップ、をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明は、車両のサイズに比して相対的に幅員が狭い道路へ分岐する場合に、車両の内
輪差に注意して分岐するように案内するので、内輪差により車体を道路端に接触させてし
まうのを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
図１は本実施形態に係るナビゲーション装置の例を示す図である。出発地や目的地、車両
サイズ等の情報を入力するキーボード、マウス、タッチパネル、操作キー等からなる入力
装置１、車両の現在位置に関する情報を検出する現在位置検出装置２、地図データ、道路
データ、交差点データ、経路の探索に必要なナビゲーション用データ、経路案内に必要な
表示／音声の案内データ、さらに地図の表示、経路探索、音声案内等の案内を行うための
プログラム（アプリケーション及び／又はＯＳ）等を記憶した情報記憶装置３、情報記憶
装置の道路データを読み出し、現在位置から入力された目的地までの経路を探索する経路
探索手段４ａ、入力された車両サイズに対して経路中の案内分岐点における分岐先道路が
狭いか否か判断する判断手段４ｂ、案内分岐点において案内画面の交差点拡大図上に矢印
表示により分岐を案内したり、内輪差に注意して案内分岐点を走行するように案内する制
御手段４ｃを備え、ナビゲータ処理手段として地図の表示処理、経路探索処理、経路案内
に必要な表示／音声案内処理、さらにシステム全体の制御を行う中央処理装置４、車両の
走行に関する情報である、例えば道路情報、交通情報を送受信したり、車両の現在位置に
関する情報を検出したり、さらに現在位置に関する情報を送受信したりする情報送受信装
置５、経路案内に関する情報を出力するディスプレイやスピーカその他の出力装置６、走
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行車線内の車両走行位置が左寄り、右寄り、中央かを撮影して検出するためのカメラ７か
ら構成されている。なお、ここでは車載のナビゲーション装置に情報記憶装置や経路探索
手段等を装備するようにしたが、情報記憶装置や経路探索手段等は車両側ではなく情報を
配信するセンタ側に設けて、センタ側へ要求して地図データ、道路データ、探索経路を取
得するようにしてもよい。
【０００７】
　図２は内輪差を考慮した経路案内処理フローを説明する図である。
四輪以上の車輪を持つ自動車は、一般に前輪に舵角を与えてカーブを曲がり、回転中心側
の車輪（内輪）についてみると、後内輪は前内輪よりカーブの内側を移動し、いわゆる内
輪差が生じる。内輪差は回転半径を小さくすると相対的に大きくなり、ホイールベース（
前後輪の車軸間の距離）が長くなるほど大きくなる。この内輪差のため、右左折時に前内
輪の位置では避けられたものが後内輪の位置では避けられず衝突してしまう場合が起こり
得る。本実施形態では経路走行時、案内分岐点で右左折する場合に内輪差により道路端へ
衝突するような事態が起こらないようにするものである。
【０００８】
　図２では既に経路探索が行われた後の案内処理を示している。まず、車両サイズを入力
し、車両サイズを認識する（ステップＳ１、Ｓ２）。右左折時、内輪差に起因して後内輪
が道路端に接触するか否かは、車両サイズ、特にホイールベースと分岐する道路幅との相
対的な問題である。そこで、例えば、図３に示すように、大型車、中型車、小型車のよう
に車両のサイズを選択する画面を提示して運転者に選択してもらう。運転車の選択がない
場合は、例えば、中型車と認識する。次いで、カメラ７により走行車線内の走行位置を検
出する（ステップＳ３）。例えば、左折する場合、走行車線内の車両走行位置が右側寄り
であれば、左折に際してのカーブの回転半径を大きくとれるため内輪差が小さくなり、後
内輪が道路端へ接触するのを回避することができる。一方、車両走行位置が走行車線内の
左側寄りであると、内輪が道路端に近く、左折に際しての回転半径も小さくなって内輪差
も大きくなり、後内輪が道路端へ接触してしまう可能性が大きい。そのため、走行車線内
の車両走行位置を検出する。
【０００９】
　次いで、情報記憶装置３の道路データを参照し、案内分岐点の分岐先道路が入力された
車両サイズに対して相対的に狭いか否か判断する（ステップＳ４）。この判断は、車両サ
イズに対応したホイールベースから最小回転時の最も大きい内輪差を算出して行う。分岐
先道路が狭いと判断した場合、車線内走行位置が中央から分岐側寄りか否か判断する（ス
テップＳ５）。上記したように、車線内走行位置が分岐側であれば、後内輪が道路端に近
く、分岐に際しての回転半径も小さくなって内輪差も大きくなるため、後内輪が道路端へ
接触してしまう可能性が大きい。そこで、詳細は後述するように、交差点拡大図に膨らみ
をもった矢印を表示し、内輪差に注意して案内分岐点を走行するように音声案内する（ス
テップＳ６）。ステップＳ４において、車両サイズに対して分岐先道路が狭くない場合、
車線内走行位置が分岐側寄りでない場合には、通常の案内を行う（ステップＳ７）。
【００１０】
　なお、上記の処理において案内分岐点の分岐先道路が車両サイズに対して狭いか否かの
判断は、経路探索時に合わせて行い、狭いと判断した案内分岐点にはその旨を示すフラグ
をたてておき、フラグのたっている案内分岐点に差しかかったとき、車線内走行位置を検
出してステップＳ５～ステップＳ７の処理を行うようにしてもよい。
【００１１】
　次に、案内分岐点における交差点拡大図上の矢印表示を図４により説明する。
経路走行時、案内分岐点にさしかかると、通常、案内画面に交差点拡大図が表示されて分
岐を案内する矢印表示が行われる。例えば、図４（ａ）に示すように、経路上の案内分岐
点１０において片側一車線の道路１１から道路１２へ左折する場合に、車両現在位置２０
から道路１２へ向かって矢印２０が表示されて左折を案内する。分岐先道路１２が車両サ
イズに比して相対的に狭い場合でも、走行車線１１内の車両走行位置が比較的センターラ
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小さく、後内輪が道路端へ接触するのを回避することができる。しかし、分岐先道路１２
が狭く、車両走行位置が走行車線１１内の中央や、それより左側寄りであると、内輪が道
路端に近く、左折に際しての回転半径も小さくなって内輪差も大きくなるため、後内輪が
道路端へ接触してしまう可能性が大きい。
【００１２】
　そこで、左折道路１１が車両サイズに比して相対的に狭く、車両走行位置が走行車線１
１内の中央から左側寄りである場合、図４（ｂ）に示すように、交差点拡大図の左折矢印
２２を左折道路１１と反対側（図のセンターライン１３側）へ膨らませるように表示する
。運転者はこの表示をみて、一旦車両位置を右側（図のセンターライン１３側）へ寄せて
から左折することにより、後内輪が道路端へ接触してしまうのを避けることができる。こ
のとき、さらに、内輪差に注意して左折するように音声案内する。
【００１３】
　なお、上記では左折時の例について説明したが、車両サイズに比して右折道路が狭い場
合にも同様に右車輪側の内輪差により後内輪が道路端へ接触する可能性があるので、同様
に交差点拡大図上の矢印表示を右折道路と反対側へ膨らませて表示し、同時に内輪差に注
意して右折するように音声案内する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施形態に係るナビゲーション装置の例を示すブロック図である。
【図２】内輪差を考慮した経路案内処理フローを説明する図である。
【図３】車両のサイズの入力画面を示す図である。
【図４】交差点拡大図上の矢印表示を説明する図である。
【符号の説明】
【００１５】
１…現在位置検出装置、２…制御装置、３…情報記憶装置、４…中央処理装置、４ａ…経
路探索手段、４ｂ…判断手段、４ｃ…制御手段、５…情報送受信装置、６…出力装置、７
…カメラ。
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